
 

株式会社三幸工業 

マージン率等の情報提供 

 

労働者派遣法第 23 条第  5 項に基づき、弊社の労働者派遣の実績、派遣労働者数、派遣先数、派 遣料

金等の労働者派遣事業の状況に関する情報を提供いたします。 

 

１.労働者派遣の実績およびマージン率等 

期間 令和 8年 4 月 1 日～令和 9 年 3 月 31 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※マージン率＝（派遣料金の平均額 派遣労働者の賃金の平均額）÷派遣料金の平均額 

 

【マージン率に含まれるもの】 雇用主として負担する社会保険料（労災保険、雇用保険、厚生年

金保険、健康保険等） 派遣労働者の交通費、健康診断に充当した費用 派遣労働者が取得する年

次有給休暇、慶弔休暇に充当した費用 派遣労働者の資格取得や研修参加費に充当した費用 営

業・管理・採用活動等、事業運営にあたる労働者の人件費、賃料、宣伝広告費、通信費をはじめ

とする諸費用 

 

教育訓練に関する事項 新規採用時、工場ルール、工具機械器具取り扱い、パソコン、コンプ

ライアンス、階層別、職種別、などの教育訓練を実施しています。 

雇入れ時、待機中はOFF-JT、派遣中はOJT。訓練にかかる費用は会社負担とし、この間は有給

となります。 

 

以上 

派遣労働者数 令和 8年4月１日時点 0 名 

派遣先の事業所数 令和 8年4月１日時点 0 社 

労働者派遣の料金 円  ( 1 日 8 時間当たりの平均) 

派遣労働者の賃金 円  ( 1 日 8 時間当たりの平均) 

マージン率 ％ 

労働者派遣法第 30 条の 4 第 1 項の労使協定 

を締結しているか否かの別 

労使協定締結済み 

労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 派遣先で業務に従事をする従業員 

労使協定の有効期間の終期 令和 9年 3 月 31 日 

キャリアコンサルティングの相談窓口の連絡先 代表取締役安次嶺幸司 078-224-5344 

 


